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第１編　調査の意義及び概要等

●調査の意義・目的

効果的な治安対策の前提として、犯罪の発生状況を正確に把握する必要があるが、そのためには、

警察等に認知されていない犯罪件数（暗数）を調べる必要がある。暗数調査の目的は、①警察に届け

られなかった犯罪の種類、件数等を推定すること、②犯罪被害者と被害の実態に関する詳細な情報を

入手すること、③犯罪動向に関する経年比較データ（定点観測データ）を収集すること、④治安等に

関する国民の意識を明らかにすること、⑤犯罪被害実態に関する情報を関係機関・市民等に提供する

ことである。

●第６回調査の概要

全国から16歳以上の男女6,916人（男女各3,458人。当初、男女合計7,000人を予定していたが、

令和6年能登半島地震の被災状況に鑑み、特に甚大な被害を受け調査実施が困難であった石川県を調

査対象地域から除外した。）を層化二段無作為抽出法により抽出し、令和6年（2024年）1月19日

から同年2月29日にかけて、調査員が調査対象者宅を訪問し、個別に面接して聴き取り、回答を記

入したほか、調査対象者が希望する場合は、オンラインでの回答を選択可能とし、また、ストーカー

行為（恋愛感情等が満たされないことを理由に、つきまとい等の行為を繰り返し行うこと（執拗に電

子メールを送信するなどの行為を含む））、DV（配偶者や恋人など親密な関係にある者等から振るわ

れる暴力）、児童虐待（17歳以下の児童に対する、保護者による、身体的虐待、性的虐待、養育の放

棄・怠慢（ネグレクト）及び心理的虐待の行為）及び性的な被害に関する調査票については、自計方

式（自記式回答用紙に調査対象者が記入したものを調査員が回収するか、郵送又はオンラインでの回

答のいずれかの方法により提出を受ける方法）によって調査を実施した。有効回収数（率）は聴き取

り調査4,179人（60.4％）、自計方式による調査4,103人（59.3％）であった。

第5回調査から大きく変更した点は、自動車盗、不法侵入未遂及びインターネットオークション詐

欺を調査対象から外し、あおり運転及びインターネット上での誹謗・中傷・個人情報の流布を新たに

調査対象に加えたことである。また、調査項目のうち、ストーカー行為、DV、児童虐待及び性的な

被害においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響について尋ねる質問を新たに設けた。

分析は、犯罪被害の類型を、世帯犯罪被害、個人犯罪被害及び各種詐欺等被害に三分して行った。

また、調査回答者の居住地、就労状況、住居形態については、次のようなカテゴリーに分類の上、分

析を行った。

居住地については、都市規模別に見ることとし、「政令指定都市等」（政令指定都市及び特別区（東
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京23区））、「人口10万人以上の市」（政令指定都市等を除く人口10万人以上の市）及び「人口10万

人未満の市町村」の3カテゴリーに分類した。

就労状況については、「働いている」（「正社員・自営業者・公務員」及び「パート・アルバイト・

派遣社員」）、「主婦・主夫」、「無職・定年」（「求職中（失業中）」、「定年退職者、病気療養中など」及

び「無職（前記2カテゴリー及び「主婦・主夫」を除く。）」）、「学生」及び「その他」の5カテゴリ

ーに分類した（複数回答の場合には、①正社員・自営業者・公務員、②学生、③パート・アルバイ

ト・派遣社員、④主婦・主夫、⑤求職中（失業中）、⑥定年退職者、病気療養中など、⑦無職（④・

⑤・⑥以外）の優先順位により、単一の回答となるよう振り分けを行った上で整理した。）。

住居形態については、「アパート等」（「アパート・マンション」及び「テラスハウス・長屋（隣同

士が壁でくっ付いている家）」）、「一戸建て」及び「その他」の3カテゴリーに分類した。

●犯罪被害の実態

全犯罪被害（調査対象とした世帯犯罪被害又は個人犯罪被害（児童虐待を除く。）に該当する犯罪

被害）のいずれかに遭った人の比率は、過去5年間では全調査回答者の24.9％であり、令和5年1年

間では11.5％であった。過去5年間における全犯罪被害の被害率は、第2回調査（平成16年）以降

低下傾向にあったが、第6回調査（令和6年（24.9%））は第5回調査（平成31年（23.8%））と比べ

てやや上昇した。

●被害の有無に影響を与える要因

犯罪被害の有無に対して被害者の各属性等がどのように関係しているかを分析するため、ロジステ

ィック回帰分析を行った。全犯罪被害については、モデルに採用されたもののうち、都市規模、住居

形態、世帯人数、年齢層、就労状況、防犯設備が有意であり、具体的には、人口10万人以上の市に

居住する人は人口10万人未満の市町村に居住する人に比べて、一戸建て住宅に居住する人はアパー

ト等に居住する人に比べて、世帯人数2～3人の人及び4人以上の人は1人の人に比べて、39歳以下

の人及び40～59歳の人は、それぞれ60歳以上の人に比べて、働いている人は主婦・主夫・無職・

定年の人に比べて、防犯設備ありの人は防犯設備なしの人に比べて、それぞれ被害ありの確率が有意

に高いなどの結果が得られた。

●犯罪に対する不安等

犯罪に対する不安等についての調査結果を経年比較したところ、第5回調査（平成31年）と第6

回調査（令和6年）とでは、大きな変動は見られなかった。

●我が国の治安に関する認識

我が国全体の治安についての認識を経年比較したところ、第5回調査（平成31年）までは、「良い」

とする人の構成比が一貫して上昇し、「悪い」とする人の構成比が一貫して低下していたが、第6回

調査（令和6年）では、「良い」とする人の構成比が低下し、「悪い」とする人の構成比が上昇した。
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●被害率と認知件数の比較

7つの被害態様（車上盗、バイク盗、自転車盗、不法侵入、強盗等、暴行・脅迫及び性的な被害）

について、過去の調査結果における被害率と同時期の犯罪の認知件数の経年変化を掲示した図からは、

それぞれ極端に異なった動きをしているものはないことが読み取れた。

第２編　犯罪被害状況

●世帯犯罪被害

世帯犯罪被害は、乗り物関係の被害（車上盗、自動車損壊、バイク盗、自転車盗及びあおり運転）

と住居への不法侵入の被害に大別される。世帯犯罪被害の中では、過去5年間で見ると、あおり運転

の被害率（16.5%）が最も高く、次いで、自転車盗、自動車損壊の順であった。

乗り物関係の被害について、被害に遭ったと答えた人の状況を見ると、自転車盗、あおり運転共に、

居住地の都市規模が「人口10万人以上の市」の構成比が有意に高く、自転車盗では「人口10万人未

満の市町村」、あおり運転では「政令指定都市等」の構成比が有意に低かった。また、自動車損壊、

自転車盗共に、住居形態が「アパート等」の構成比が有意に高く、「一戸建て」の構成比が有意に低

かった。あおり運転では世帯人数が「4人」の構成比が有意に高く、「1人」及び「2人」の構成比が

有意に低かった。不法侵入被害について、被害に遭ったと答えた人の状況を見ると、住居形態が「ア

パート等」の構成比が有意に低かった。

被害の申告状況について、被害に遭ったと答えた人に占める捜査機関に被害を届け出た人の割合を

見ると、バイク盗が最も高く、次いで、自転車盗、車上盗の順であり、盗難被害に遭った人の被害申

告率が高い傾向が見られた。被害率が最も高かったあおり運転の被害申告率は、世帯犯罪被害の中で

最も低い2.2%であった。

●個人犯罪被害

個人犯罪被害（強盗・恐喝・ひったくり、個人に対する窃盗（自転車盗、バイク盗、車上盗、不法

侵入盗、強盗、恐喝及びひったくり以外の盗難をいう。）、暴行・脅迫、インターネット上での誹謗・

中傷・個人情報の流布、ストーカー行為、DV、児童虐待及び性的な被害）の中では、過去5年間（児

童虐待は、18歳になるまでの間）で見ると、児童虐待の被害率（2.9%）が最も高かった。

被害に遭ったと答えた人の状況を見ると、インターネット上での誹謗・中傷・個人情報の流布にお

いては、「39歳以下」の構成比が有意に高く、「60歳以上」の構成比が有意に低かった。また、スト

ーカー行為においては、「女性」、「39歳以下」、「未婚」及び「別居」の構成比が有意に高く、「60歳

以上」及び「既婚」の構成比が有意に低く、DVにおいては、「女性」及び「40～59歳」の構成比が

有意に高く、「60歳以上」の構成比が有意に低く、児童虐待においては、「女性」、「39歳以下」及び

「40～59歳」の構成比が有意に高く、「60歳以上」の構成比が有意に低かった。性的な被害において
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は、「女性」、「39歳以下」及び「同棲」の構成比が有意に高く、「40～59歳」、「60歳以上」及び「既

婚」の構成比が有意に低かった。

被害に遭った場所について、強盗・恐喝・ひったくり、個人に対する窃盗、暴行・脅迫、DV及び

児童虐待においては、「自宅・自宅敷地内」、「自宅付近」及び「自宅のある市町村内」が7割以上を

占めていたが、ストーカー行為及び性的な被害においては、「職場・アルバイト先」が最も多かった。

被害の申告状況について、いずれの被害（児童虐待を除く。）においても、捜査機関に被害を届け

出た人より届け出なかった人の方が多かった。児童虐待においては、「誰にも相談しなかった」と答え

た人が最も多く、被害に遭ったと答えた人に占める誰にも相談しなかった人の割合は6割を超えていた。

●各種詐欺等被害

各種詐欺等被害（クレジットカード情報詐欺、個人情報の悪用、特殊詐欺及び消費者詐欺）の中で

は、過去5年間で見ると、クレジットカード情報詐欺の被害率（6.5%）が最も高く、次いで、消費

者詐欺、個人情報の悪用の順であった。

被害に遭ったと答えた人の状況を見ると、クレジットカード情報詐欺において、「働いている」の

構成比が有意に高く、「主婦・主夫」の構成比が有意に低く、特殊詐欺未遂（特殊詐欺と思われる電話、

メール、通知等を受けたこと）において、「男性」、「40～59歳」、「働いている」の構成比が有意に

高く、「60歳以上」、「主婦・主夫」、「無職・定年」及び「学生」の構成比が有意に低く、特殊詐欺に

おいて、「男性」及び「60歳以上」の構成比が有意に高く、「40～59歳」では被害に遭った人はいな

かった。

被害の申告状況について、被害に遭ったと答えた人に占める捜査機関に被害を届け出た人の割合を

見ると、特殊詐欺が最も高く（57.1%）、その他の被害については、いずれも2割に満たなかった。

第３編　犯罪被害の申告及び不申告の理由

●犯罪被害申告の理由

申告の理由について、多くの被害において、「再発を防ぐため」や「加害者を処罰してほしいから（加

害者を捕まえてほしいから）」が挙げられていたほか、車上盗、個人に対する窃盗等盗難関係の被害

や各種詐欺等被害においては、「盗まれたもの（被害）を取り戻すため」や「加害者からの弁償を得

るため」を理由として挙げた人が多かった。また、世帯犯罪被害のうち、あおり運転、個人犯罪被害

のうち、強盗・恐喝・ひったくり、暴行・脅迫、ストーカー行為及びDVにおいては、「助けを求め

るため」を理由として挙げた人も複数いた。

●犯罪被害不申告の理由

不申告の理由について、ほとんどの被害において、「それほど重大ではない（損失がない、大した

ことではない）」を挙げた人が最も多かった。クレジットカード情報詐欺においては、「カード会社に
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知らせた（カード会社が対応した）」、強盗・恐喝・ひったくり、ストーカー行為及びDVにおいては、

「自分で解決した（加害者を知っていた）」が最も多かった。また、児童虐待においては、「どうしたら

よいのか分からなかった」、「相談しても何もしてくれないと思った」を理由として挙げた人が多かった。

第４編　治安に関する認識・量刑に関する意見

居住地域における犯罪被害に対する不安については、個人犯罪被害に対する不安のうち夜間の一人

歩きに対する不安と、世帯犯罪被害に対する不安のうち不法侵入の被害に遭う不安を取り上げて調査

した。夜間の一人歩きに対する不安について、ロジスティック回帰分析を行った結果、人口10万人

未満の市町村に居住する人は政令指定都市等に居住する人に比べて、一戸建て住宅に居住する人はア

パート等に居住する人に比べて、世帯人数が1人の人は2～3人の人に比べて、女性は男性に比べて、

39歳以下の人及び40～59歳の人は60歳以上の人に比べて、既婚・同棲の人は未婚の人に比べて、

世帯犯罪被害に遭ったことがある人は遭ったことがない人に比べて、個人犯罪被害に遭ったことがあ

る人は遭ったことがない人に比べて、それぞれ不安が高い傾向が見られた。不法侵入の被害に遭う不

安について、同分析を行った結果、一戸建て住宅に居住する人はアパート等に居住する人に比べて、

39歳以下の人及び40～59歳の人は60歳以上の人に比べて、働いている人は主婦・主夫・無職・定

年の人に比べて、既婚・同棲の人は未婚の人に比べて、世帯犯罪被害に遭ったことがある人は遭った

ことがない人に比べて、個人犯罪被害に遭ったことがある人は遭ったことがない人に比べて、それぞ

れ不安が高い傾向が見られた。

我が国の治安に関する認識について、同分析を行った結果、人口10万人未満の市町村に居住する

人は政令指定都市等に居住する人に比べて、女性は男性に比べて、主婦・主夫・無職・定年の人は学

生に比べて、世帯犯罪被害に遭ったことがある人は遭ったことがない人に比べて、個人犯罪被害に遭

ったことがある人は遭ったことがない人に比べて、それぞれ我が国の治安が悪いと感じる傾向が見ら

れた。

犯罪の具体的設例を示し、犯罪者に対する処罰の在り方に関する考え（量刑意見）を求めたところ、

犯罪に対する不安の程度が比較的低い人は、量刑について、「罰金」を選択する割合が高く、「懲役（実

刑）」を選択する割合が低い一方で、犯罪に対する不安の程度が比較的高い人は、量刑について、「懲

役（実刑）」を選択する割合が高く、「罰金」を選択する割合が低い傾向が見られ、治安に関する認識・

評価が比較的悪い人は、量刑について、「懲役（実刑）」を選択する割合が高い傾向が見られた。また、

犯罪被害の経験がある人は、量刑について、「懲役（実刑）」を選択する割合が高く、「分からない」

を選択する割合が低い傾向が見られた。

� 研究部長　野　原　一　郎
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